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 町内各業者 様 

明和町長 下村 由美子 

（公印省略） 

 

工事入札における工事内訳書に明示する項目の追加について（通知） 

 

平素は町行政にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (以下、「入契法」

という。)の改正に伴い、工事入札における工事内訳書について、下記のと

おりといたしますので通知いたします。  

記  

１ 改正概要  

入契法第１２条により、「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労  

働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省

令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費」を記載し

た工事内訳書の提出が義務化されました。  

 これに伴い、令和８年４月以降に発注する全ての工事入札においては、

下記の（１）から（５）の項目を記載した工事内訳書（別紙記入例参照） 

を提出してください。  

 

（１）材料費 (直接工事費のうち )  

（２）労務費 (直接工事費のうち )  

（３）法定福利費（現場管理費のうち）の事業主負担額  

（４）建退共契約に係る掛金（現場管理費のうち）  

（５）安全衛生経費（工事原価のうち）  

 ※建築工事の場合は、（３）法定福利費（工事原価のうち）の事業主負  

担額とする。  

＜留意事項＞  

全て税抜きで記載し、建退共の対象労働者が居ない場合は金額欄に「－」 

と記載すること。  



参考  

 

 

 

 

２ 留意事項  

  

 

２ 留意事項  

適用開始日以降の入札において提出された工事内訳書に、前記（１）か  

ら（５）の記載がなかった場合、落札無効として取り扱うものとします。 

 

３ 適用開始日  

 令和８年４月以降に発注する、原則全ての工事入札案件から適用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事務担当＞ 

総務課 管財係  

TEL 0596-52-7111 

FAX 0596-52-7133 

 

 

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律  

（入札金額の内訳の提出）  

第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳（材

料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するた

めに不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工の

ために必要な経費の内訳をいう。）を記載した書類を提出しなければならない。  


